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一般社団法人 福井県トラック協会

一般社団法人 福井県トラック協会

福井県トラック総合研修会館
福井市別所町17-18-1（JR福井駅から、タクシーで15分）

　　　  100台収容
　　　  （一社）福井県トラック協会、中部交通共済協同組合
　　　  会議室、資料室
　　　  研修ホール（200人収容）
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　わが国のトラック運送業界は、国内の物流サービスの90％

以上を支える「生活（くらし）と経済を支えるライフライン」

であり、国民生活、産業活動を支える公共的物流サービスの

担い手として、極めて重要な役割を果たしています。

　また、東日本大震災の際には、トラック運送業界を挙げて

被災地の復旧・復興のために緊急支援物資を輸送するなど、

国民のライフラインとして重要な役割を果たしました。

　このようなトラック輸送を支えるのが、全国63,000者（県

内480余者）のトラック運送事業者とその構成によるトラッ

ク運送業界です。

　しかしその一方で、運送事業の伸び悩みと運賃水準の低

下、若年労働者の不足など、トラック運送業界をとりまく経

営環境は厳しく、課題が山積しています。

　こうした諸課題を克服し、業界の健全な発展と社会貢献、

社会と共生できる事業を育成していくことが、事業者団体で

あるトラック協会の重要な役割であり、使命でもあります。
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一般社団法人
福井県トラック協会

昭和23年 1 月 福井県トラック協会創立
 会員数 12者
昭和49年 9 月 社団法人福井県トラック協会設立
 会員数 165者、車両数 2,210台
平成 6 年10月 福井県トラック総合研修会館を新築
 現在地に移転
平成25年 4 月 一般社団法人福井県トラック協会に移行
平成26年12月 会員数 480者、車両数 8,928台

公益社団法人全日本トラック協会
東京都新宿区四谷3-2-5
TEL03-3354-1009　FAX03-3354-1019

陸上貨物運送事業労働災害防止協会福井県支部
福井市別所町17-18-1  福井県トラック総合研修会館
TEL0776-34-1713　FAX0776-34-2136

中部交通共済協同組合福井事務所
福井市別所町17-18-1  福井県トラック総合研修会館
TEL0776-34-3144　FAX0776-35-6669
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一般社団法人  福井県トラック協会
会 長　清水 則明

Gマークトラック

理 事 会



　トラックによる交通事
故、運送業従事者の労働
災害を防止するため、事
故防止活動やドライバー
コンテスト等を行ってい
ます。

　諸課題を解決する
ため、国会や政府に
陳情や要望書を提出
しています。

安全対策 要望活動適正化事業輸送改善

環境改善 会員交流普及啓発経営改善

　適正化事業実施機関に
より、公正・着実な適正
化事業の実施に努めてい
ます。

　県と災害輸送協定を
締結し、大規模災害時の
緊急輸送体制の確立や
消費者の輸送サービス
の改善を図っています。

　植物の苗植えや低公害
車・エコタイヤの導入、エ
コドライブ、グリーン経営
認証取得等の環境対策を
推進しています。

　セミナーや事業者大会
を開催し、会員相互の交
流と親睦を図っています。

　業界への理解を深めイ
メージアップを図るため、
イベントの開催や広報啓
発活動を行っています。

　経営基盤の確立と強化
のため、経営者セミナー
の開催、従業員を対象と
した人材育成事業等を実
施しています。

主な活動・事業

救援物資輸送 トラックの日イベント



　トラック運送事業の振興を図るため、次のような助成を
行っています。
■近代化融資 建物、車両等の購入時にかかる利息
■環 境 対 策 アイドリングストップ機器、低公害車、エコ

タイヤ等
■安全対策 バックアイカメラ、無呼吸症候群スクリーニ

ング検査、定期健康診断、運転適性診断、運
転記録証明書

■講習・研修 運行管理者講習（基礎・一般）、整備管理者研
修、指定研修施設の研修

 大型・中型等運転免許

　ホームページや協会誌紙により、情報提供を行っています。

情報提供助成事業

福利厚生 そ の 他

会員支援・その他取組み

　保養施設や各種レジャー施設の利用助成を行っています。 陸上貨物運送事業労働災害防止協会福井県支部
　労働災害防止団体法に基づいて設立された事業者団体
で、労働災害の防止や安全衛生教育等を積極的に推進して
います。
■フォークリフト運転技能講習
■フォークリフト運転競技大会

福井県トラック事業政治連盟
　事業者の経済的、社会的地位向上を図ることを目的とした
政治資金規正法に基づく政治団体です。

緊急署名活動

トラック輸送は、福井のものづくりを支える重要な役割をになっています。
トラック運送業界では、将来を担うドライバーの採用・育成に向けて
若年ドライバーや女性ドライバーの積極的な活用を促進しています。

一般社団法人福井県トラック協会   定款（抜粋）

（目的）
第３条　本会は、貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正な

競争を確保することによって、事業の健全な発達を促進
し、もって公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会
的・経済的地位の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化
を図ることを目的とする。

（事業）
第４条　本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）貨物自動車運送事業に関する交通安全推進事業
（２）貨物自動車運送事業に関する環境改善推進事業
（３）貨物自動車運送事業に関する輸送改善推進事業

（４）貨物自動車運送事業に関する経営改善推進事業
（５）貨物自動車運送事業に関する適正化事業
（６）貨物自動車運送事業に関する普及啓発事業
（７）会員に対する福利厚生事業
（８）その他、本会の目的を達成するために必要な事業

（会員の資格）
第５条　本会の会員は、次のとおりとする。

（１）貨物自動車運送事業を営むもの
（２）学識経験者で、理事会において推薦され、承認を受けたもの
（３）その他総会において、承認を受けたもの

（平成25年4月1日）


